
発明工夫展への出品における注意点 

 

① 出品は一人２点までです。 

② 単なる工作品や模型、壊れやすいもの、図面やアイデアだけで作品を提

出できないもの、常温での保存に耐えることができないもの、他人の作

品をまねしたもの、過去に発明展に応募したことのある作品は対象外と

なります。 

③ 異臭物、破損・変形しやすい物、危険物、その他公序良俗に反するもの

は出品できません。 

④ 応募作品に著作権の存在している著作物（すでに知られている音楽、イ

ラスト、キャラクター等）を使用又は利用する場合は、必ず事前に著作

者の承諾を受けてください。 

⑤ 特許、実用新案及び意匠の権利を取得する予定がある場合は、出品申込

書を提出する前に特許庁へ出願手続きをしてください。 

⑥ 特許、実用新案等の公開、公告、登録を受け権利存続中のものは公報を、

また出願中のものは、願書等の写しを申込書に添付してください。 

⑦ 作品の大きさは、縦、横、高さともに１ｍ以内、重量は２０ｋｇ以内を

厳守とします。 


